


 

 

日野町印鑑条例 改正 必要 理由 概要 

 

1 背景及び趣旨 

 成年被 見人等 権利 制限 係 措置 適正化等を図 た 関係法

整備 関す 法 令和元年法 第 」7 号 施行 伴い 印鑑登録証明事務処

理要領 昭和 49 年自治振第 10 号自治省行政局振興課長 ら各都道府県総務部長

あ 通知 一部 改正さ たた 日野町印鑑条例 一部改正を行う  

 

2 改正内容 

現行 印鑑 登録を受 い さ い 成年被 見人

を 意思能力を有し い者 前号 掲 を除く 改  

 

3 附則規程 

施行期日  

条例 公布 日 ら施行す  



- 」 - 
 

 

日野町印鑑条例 一部を改正 条例 

 

日野町印鑑条例 昭和 5」 年日野町条例第 8号 一部を次 う 改正  

 

改正後 改正前 

 

。登録資格) 

第「条 略 

 

。登録資格) 

第「条 略 

「 前項 規定 わ 次 揚 者 い 印鑑 登録

を い  

。1) 15歳未満 者 

。「) 意思能力を有 い者。前号 揚 者を除く ) 

「 前項 規定 わ 次 揚 者 い 印鑑 登録

を い  

。1) 15歳未満 者 

。「) 成年被後見人 

  

。登録 拒否) 。登録 拒否) 

第5条 略 第5条 略 

「 町長 前項第1号 規定 わ 外国人住民。法第」0条

45 規定 外国人住民をいう 以下 ) うち非漢字圏 外

国人住民 住民票 備考欄 記載。法第6条第」項 規定 磁気

ディスク。 準 方法 一定 事項を確実 記録

く 物を含 以下 )をも 調整 住民票

あ 記録 以下 ) さ い 氏 片仮 表記又

そ 一部を組 合わ たも 表さ い 印鑑 登録を受

う 場合 当該印鑑を登録  

 

「 町長 前項第1号 規定 わ 外国人住民。法第」0条

45 規定 外国人住民をいう 以下 ) うち非漢字圏 外

国人住民 住民票 備考欄 記録さ い 氏 片仮 表記又

そ 一部を組 合わ たも 表さ い 印鑑 登録を

受 う 場合 当該印鑑を登録  

。印鑑登録原票) 

第6条 町長 印鑑登録原票。以下 印鑑票 いう )を備え 第

4条 規定 印鑑 登録を受 者 い 印鑑票 次 掲

事項を登録  

。1)及び。「) 略 

。印鑑登録原票) 

第6条 町長 印鑑登録原票。以下 印鑑票 いう )を備え 第

4条 規定 印鑑 登録を受 者 い 印鑑票 次 掲

事項を登録  

。1)及び。「) 略 
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。」) 氏 。氏 変更 あ た者 係 住民票 旧氏 記載 さ

い 場合 あ 氏 及び当該旧氏 外国人住民 係 住民

票 通称 記載 さ い 場合 あ 氏 及び当該通称) 

 

 

 

 

。4) 略 

 

。5) 略 

。6) 略 

。7) 外国人住民 うち非漢字圏 外国人住民 住民票 備考欄

記載 さ い 氏 片仮 表記又 そ 一部を組 合わ

たも 表さ い 印鑑 登録を受 場合 あ

当該氏 片仮 表記 

。」) 氏 。氏 変更 あ た者 係 住民票 旧氏 記載。法第

6条第」項 規定 磁気ディスク。 準 方法

一定 事項を確実 記録 く 物を含 以

下 )をも 調整 住民票 あ 記録 以下

) さ い 場合 あ 氏 及び当該旧氏 外国人

住民 係 住民票 通称 記載 さ い 場合 あ

氏 及び当該通称)  

。4) 略 

。5) 男女 別 

。6) 略 

。7) 略 

。8) 外国人住民 うち非漢字圏 外国人住民 住民票 備考欄

記録さ い 氏 片仮 表記又 そ 一部を組 合わ

たも 表さ い 印鑑 登録を受 場合 あ

当該氏 片仮 表記 

  

附 則 

条例 公布 日 施行  


